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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底面吸込口が形成された吸込室を有する吸込口本体と、前記吸込室に回転可能に配置さ
れ且つ清掃部材を有する回転清掃体とを備えた吸込口体であって、
　前記吸込口本体の前壁部に、前記底面吸込口および前記吸込室の前側の一部を区画する
とともに前後に移動可能な移動壁部を設け、
  前記移動壁部が後方への所定の力を受けたとき、その移動壁部が最前位置から後方に位
置する第１停止位置へ移動し、
　前記移動壁部が前記所定の力より大きい後方への力を受けたとき、前記第１停止位置よ
り後方に位置する第２停止位置へ移動することを特徴とする吸込口体。
【請求項２】
　前記移動壁部が前記第１停止位置に移動してきたとき、この移動壁部に当接してその移
動壁部を前記第１停止位置に停止させる当接部材を設けたことを特徴とする請求項１に記
載の吸込口体。
【請求項３】
　前記当接部材を前方に付勢する付勢手段を設け、
  前記移動壁部が第２停止位置へ移動したとき、前記当接部材がその移動壁部とともに前
記付勢手段の付勢力に抗して後方へ移動することを特徴とする請求項２に記載の吸込口体
。
【請求項４】
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　前記移動壁部の下部に上下方向に凹凸となる凹部と凸部を交互に形成し、この移動壁部
が前記第２停止位置に移動しているとき、その凹部から前記清掃部材の先端部が前方へ突
出することを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１つに記載の吸込口体。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１つに記載の吸込口体を備えたことを特徴とする電
気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、吸込口本体の底面に吸込開口を形成した吸込口体と、この吸込口体を備え
た電気掃除機とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、底面に吸込開口を形成し、吸込室内に回転清掃体を回転自在に設けた吸込口
体が知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
　かかる吸込口体は、吸込口本体に設けた空気導入口から導入される空気によって逆方向
（吸込口体が後退する方向）に回転清掃体が回転していくようになっている。
【０００４】
　この吸込口体によれば、回転清掃体の回転により絨毯に付着した塵埃を掻き上げていく
ので、吸込開口から空気とともにその塵埃を吸引していくことができる。
【特許文献１】特開平１１－２０６６３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような吸込口体にあっては、吸込口本体の前面と吸込開口の前縁と
の間に底壁部があることにより壁際の塵埃を吸引することができないという問題があった
。また、吸込開口の面積が一定であることにより、被清掃面が床や絨毯であってもその吸
引力はさほど大きく変化しない。このため、床などにある砂やホコリを十分に吸引できる
パワーで絨毯を清掃した場合、絨毯内に入り込んだ砂やホコリを十分に吸引することがで
きないという問題があった。
【０００６】
　この発明の目的は、壁際の塵埃を吸引することができ、しかも床などにある砂やホコリ
を十分に吸引できるパワーで絨毯内に入り込んだ砂やホコリを確実に吸引することのでき
る吸込口体と電気掃除機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、底面吸込口が形成された吸込室を有する吸込口本体と、前記吸込室に回転
可能に配置され且つ清掃部材を有する回転清掃体とを備えた吸込口体であって、
　前記吸込口本体の前壁部に、前記底面吸込口および前記吸込室の前側の一部を区画する
とともに前後に移動可能な移動壁部を設け、
  前記移動壁部が後方への所定の力を受けたとき、その移動壁部が最前位置から後方に位
置する第１停止位置へ移動し、
　前記移動壁部が前記所定の力より大きい後方への力を受けたとき、前記第１停止位置よ
り後方に位置する第２停止位置へ移動することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、壁際の塵埃を吸引することができ、しかも床などにある砂やホコリ
を十分に吸引できるパワーで絨毯内に入り込んだ砂やホコリを確実に吸引することができ
る。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、この発明に係る吸込口体と電気掃除機の実施の形態である実施例を図面に基づい
て説明する。
【実施例】
【００１０】
　図１に示す電気掃除機２０は、掃除機本体２１と、この掃除機本体２１に着脱自在に接
続されたホース２２と、このホース２２の他端の手元操作管２３に着脱自在に接続された
延長管２４と、この延長管２４の先端部に着脱自在に接続された吸込口体３０等とを備え
ている。手元操作管２３には操作部２３Ａが設けられており、この操作部２３Ａには図示
しない操作スイッチが設けられている。
【００１１】
　掃除機本体２１には、集塵容器２５と、この集塵容器２５内に塵埃を集塵させるための
電動送風機(図示せず)とが設けられている。集塵容器２５は掃除機本体２１から着脱自在
に取り外せるようになっている。
【００１２】
　吸込口体３０は、図２ないし図５に示すように、底壁面（底面）３１Ａに吸込開口３２
を有する吸込室３３を形成した吸込口本体３１と、吸込室３３に回転自在に配置した回転
清掃体３５と、吸込口本体３１の後部に前後方向に延びる軸線回りに回転可能に取り付け
られた回転管３４と、この回転管３４に前後方向に回動可能に取り付けられた接続管３６
等とを備えている。Ｖは吸込口体３０に取り付けたバンパーである。
【００１３】
　吸込口本体３１の底面３１Ａには、図４に示すように、吸込開口３２の左右の両側には
円弧状の円弧壁部３１ｂ,３１ｂが形成され、この円弧壁部３１ｂ,３１ｂには起毛を有す
る払拭部材３７,３７が取り付けられている。また、底壁面３１Ａの後部側の両側には起
毛を有する払拭部材３８,３８が取り付けられており、これら払拭部材３７～３８によっ
て吸込口体３０の移動が滑らかに行えるようになっている。
【００１４】
  また、底面３１Ａの右側（図４において）には、吸込口体３０が被清掃面上に置かれた
か否かを検知するローラ３９が設けられており、このローラ３９は底面３１Ａに対して上
下動するようになっている。そして、吸込口体３０が被清掃面上に置かれると、ローラ３
９は上方に移動して吸込口体３０が被清掃面上に置かれたことを検知するようになってい
る。
【００１５】
　回転清掃体３５は、図示しないモータによって回転駆動されるようになっており、吸込
口体３０が被清掃面上に置かれたことをローラ３９が検知しないときには、モータの駆動
は停止され、回転清掃体３５の回転は停止されるようになっている。また、回転清掃体３
５は、起毛を有する布製の払拭部材（清掃部材）３５Ａとブラシ（清掃部材）３５Ｂとが
交互に軸部３５Ｊに設けたものである。払拭部材３５Ａの長さはブラシ３５Ｂの長さより
長く設定され、ブラシ３５Ｂの塵埃の掻き出し力（腰）は払拭部材３５Ａより強くなって
いる。
【００１６】
　吸込口本体３１は、図２ないし図４に示すように回転管３４を有する本体ケース４０と
、この本体ケース４０の上面に着脱可能に装着される蓋ケース４１と、この蓋ケース４１
の前壁部４１Ｂの凹部４２に取り付けられた前カバー（移動壁）５０とを備えており、こ
の本体ケース４０と蓋ケース４１と前カバー５０とによって吸込室３３（図５参照）が形
成されている。 前壁部４１Ｂの凹部４２は所定の高さと所定の幅を有している。
【００１７】
　本体ケース４０内には、吸込室３３と回転管３４とを連通する吸込風路管部４０Ａと、
回転清掃体３５を回転するモータ（図示せず）と、このモータを駆動制御する制御回路(
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図示せず)などが設けられている。
【００１８】
　蓋ケース４１の天板部４１Ａの内側には、図６に示すように一対のリブ４１Ｒ,４１Ｒ
が形成され、このリブ４１Ｒ,４１Ｒには左右に延びた軸４４の両端部が取り付けられて
いる。
【００１９】
　また、リブ４１Ｒ,４１Ｒの間には、筒状の一対の保持部１００，１００が天板部４１
Ａ（図５参照）に設けられており、各保持部１００内には図７に示すように当接部材１０
１が上下動可能に保持されている。この当接部材１０１が保持部１００内に設けたスプリ
ング１０２により下方に付勢されており、当接部材１０１の先端部１０１Ａが保持部１０
０の下面１００Ａの孔１０３から所定長さだけ下方に突出している。
【００２０】
　当接部材１０１は、所定の力Ｆ以上で上方へ押されるとスプリング１０２の付勢力に抗
して上方へ移動するようになっている。
【００２１】
　蓋ケース４１の凹部４２内には、図２に示すように前カバー５０が配置されており、前
カバー５０は下方にいくほど蓋ケース４１の前壁部４１Ｂより前方へ突出している。前カ
バー５０は、軟質の樹脂製で構成され、家具等に傷をつけないとともに吸込口体３０を保
護するパンパーとしての機能を有するようになっている。
【００２２】
　また、前カバー５０の上部の裏面には保持部５２（図６参照）が形成され、この保持部
５２が軸４４に回動可能に保持されている。また、前カバー５０の上端５０ｂは蓋ケース
４１の凹部４２の上縁部４２ａに当接していて（図５では隙間が空いているが実際には当
接している。）、前カバー５０は図５に示す位置より軸４４回りに反時計方向へ回動でき
ないように規制され、図５に示す位置から時計回りの方向のみに回動可能となっている。
【００２３】
　軸４４には一対のスプリング４５（図６参照）が装着されており、このスプリング４５
により前カバー５０は反時計回り（図５において）に付勢されており、図５に示す位置に
位置するようになっている。すなわち、前カバー５０は開成していて被清掃面Ｙから前カ
バー５０の下端部５０ａまでの高さＨ１と、本体ケース４０の前端の位置から前カバー５
０の下端部５０ａ位置までの隙間Ｓとが最大になっており、このときには、前カバー５０
の裏面に回転清掃体３５の払拭部材３５Ａは接触せずに、この払拭部材３５Ａと前カバー
５０の裏面との間には隙間が形成されるようになっている。
【００２４】
  前カバー５０の上部には、図６に示すように平板状の一対の押圧部５５，５５が形成さ
れ、この押圧部５５，５５が蓋ケース４１の当接部材１０１，１０１の先端部１０１Ａ，
１０１Ａ（図７参照）に対向している。
【００２５】
　また、前カバー５０の下部には、図２および図３に示すように上下方向に凹凸となる凸
部５７と凹部５８とが交互に形成されている。そして、前カバー５０の下端部５０ａは凹
部５８の上縁部となっている。なお、図５に示す５３は左右方向に延びた複数の突条部で
ある。
【００２６】
　そして、前カバー５０が図５に示す開成位置に位置しているとき、前カバー５０は図７
に示す位置にあり、押圧部５５，５５と当接部材１０１，１０１の先端部１０１Ａ，１０
１Ａとの間に所定の隙間が形成されている。前カバー５０が力を受けて図７に示す位置か
ら軸４４を中心にして時計回りに図８に示す位置まで回動すると、前カバー５０の各押圧
部５５が当接部材１０１，１０１の先端部１０１Ａ，１０１Ａに当接する。
【００２７】
　すなわち、図９に示す実線位置に前カバー５０が位置すると、回転清掃体３５の払拭部
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材３５Ａの先端部が前カバー５０の裏面に当接する直前の状態となる。そして、当接部材
１０１はスプリング１０２により下方へ付勢されていることにより、前カバー５０は所定
以上の力を受けないと図８および図９の位置（第１停止位置）に停止されることになる。
このスプリング１０２の付勢力はスプリング４５の付勢力より大きく設定されている。
【００２８】
　前カバー５０が所定以上の力を受けると、前カバー５０の各押圧部５５が当接部材１０
１をスプリング１０２の付勢力に抗して上方へ移動させるので、前カバー５０は図１０お
よび図１１に示す位置（第２停止位置）へ回動する。この位置（第２停止位置）へ前カバ
ー５０が回動すると、回転清掃体３５の払拭部材３５Ａの先端部が接触して図１０に示す
ように払拭部材３５は弾性変形する。
【００２９】
　また、回転清掃体３５が図１２に示す位置へ回転すると、変形した払拭部材３５Ａは弾
性復帰して、この払拭部材３５Ａの先端部３５Ａａが前カバー５０の凹部５８から前方へ
突出するようになっている。
［動　作］
　次に、上記のように構成される吸込口体３０および電気掃除機２０の動作について説明
する。
【００３０】
　先ず、図１に示すように、掃除機本体２１にホース２２を接続し、このホース２２の手
元操作管２３に延長管２４を介して吸込口体３０を接続する。そして、操作部２３Ａの図
示しないスイッチを操作すると電動送風機（図示せず）が駆動される。この電動送風機の
駆動により、吸込口体３０の吸込開口３２から空気とともに塵埃が吸引されていく。この
とき、吸込口体３０の吸込室３３は負圧となるが、この負圧では前カバー５０はスプリン
グ４５の付勢力により図５および図７に示す位置に位置している。
【００３１】
　吸引された塵埃および空気が延長管２４およびホース２２を介して掃除機本体２１の集
塵容器２５内へ吸引されていく。この集塵容器２５内で塵埃と空気が分離され、分離され
た塵埃が集塵容器２５内に蓄積され、その空気は電動送風機へ吸引されていく。
【００３２】
　他方、吸込口体３０のモータが駆動されて回転清掃体３５が回転駆動されていく。被清
掃面Ｙが床の場合には、前カバー５０は図５に示すように開成していて被清掃面Ｙから前
カバー５０の下端部５０ａまでの高さＨ１が大きくなっている。このため、吸込口体３０
を前進させた際、前カバー５０によって被清掃面Ｙ上にある塵埃を前方へ押し出してしま
うことがなく、このため、吸込口体３０の前面開口４６および吸込開口３２から床面上に
ある塵埃を効率よく吸引することができる。
【００３３】
　また、被清掃面Ｙが床の場合には、床面上の砂やホコリは簡単に吸い込むことができる
ので、電動送風機を駆動するパワーは小さくて済むことになる。
【００３４】
　被清掃面Ｙが絨毯などの場合、絨毯の毛足が吸込開口３２内に入り込んだり、その毛足
により上記高さＨ１が小さくなったりする。このため、吸込口体３０の吸込室３３の負圧
が高くなり、スプリング４５の付勢力よりも大きな力が前カバー５０に作用し、この前カ
バー５０がスプリング４５の付勢力に抗して吸込室３３側へ押されていく。すなわち、前
カバー５０は図５において軸４４を中心にして時計回りに回動する。そして、前カバー５
０が図８および図９に示す位置まで回動すると、前カバー５０の各押圧部５５が当接部材
１０１，１０１の先端部１０１Ａ，１０１Ａに当接する。
【００３５】
　当接部材１０１は、所定の力Ｆ以上で上方へ押されないとスプリング１０２の付勢力に
抗して上方へ移動しないので、前カバー５０が図８および図９に示す位置（第１停止位置
）に停止することになる（スプリング１０２の付勢力を予めこのように設定しておく）。
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【００３６】
　前カバー５０が図８および図９に示す位置に移動すると、吸込口体３０の吸込開口３２
が狭くなるとともに上記高さＨ１が低くなるので、吸込開口３２および前面開口４６の吸
引力が大きくなる。このため、床面上の砂やホコリを吸い込むパワーで絨毯内に入り込ん
だ砂やホコリを確実に吸引することができることになる。
【００３７】
　また、図８および図９に示す実線位置に前カバー５０が位置すると、回転清掃体３５の
払拭部材３５Ａの先端部が前カバー５０の裏面に当接する直前の状態であることにより、
回転清掃体３５の回転力は弱まってしまうことがなく、確実に絨毯の毛足に付着した砂や
ホコリを確実に掻き上げることができる。
【００３８】
　吸込口体３０を前進させて、図１０および図１１に示すように前カバー５０を壁Ｋに押
し付けていき、前カバー５０に所定以上の力を加えると、前カバー５０の押圧部５５が当
接部材１０１をスプリング１０２の付勢力に抗して上方へ移動させるので、前カバー５０
は図１０および図１１に示す位置（第２停止位置）へ回動する。
【００３９】
  すなわち、前カバー５０は後退していき吸込口体３０の前面開口４６を閉成する状態と
なり、その前面開口４６の開口面積が狭くなる。このため、前面開口４６から吸引される
風速が増大し、壁Ｋ際の塵埃の吸引力が増大することになり、壁Ｋ際を効率よく掃除する
ことができる。なお、前カバー５０は図１０および図１１に示す位置より後方へ回動しな
いように規制されている。
【００４０】
　また、回転清掃体３５の払拭部材３５Ａの先端部が接触して図１０に示すように払拭部
材３５Ａは弾性変形する。そして、回転清掃体３５の回転により払拭部材３５Ａが前カバ
ー５０の凹部５８の位置にくると、図１２に示すように払拭部材３５Ａの先端部３５Ａａ
がその凹部５８から前方へ突出する。さらに、前カバー５０が後退することによって回転
清掃体３５が壁際に近づいていることにより、壁Ｋ際の塵埃を掻き上げることができるこ
とになる。
【００４１】
　また、払拭部材３５Ａの先端部が図１０に示すように弾性変形してから図１２に示すよ
うに払拭部材３５Ａの先端部３５Ａａが前カバー５０の凹部５８から前方へ突出するので
、その弾性力により払拭部材３５Ａの先端部３５Ａａが被清掃面Ｙを叩くことになり、壁
Ｋ際の塵埃を効率よく掻き上げることができる。
【００４２】
　上記実施例では、前カバー５０を軸４４回りに回動させるようにしているが、前カバー
を前後にスライド移動するようにしてもよい。また、前カバー５０は蓋ケース４１と別体
となっているが、一体に形成して前後に移動可能にしてもよい。
【００４３】
　また、上記実施例では、１つのスプリング１０２で前カバー５０を第１停止位置と第２
停止位置とに停止するようにしているが、付勢力の異なる２つのスプリングを保持部１０
０内に設けて第１停止位置と第２停止位置とに停止するようにしてもよい。
【００４４】
　また、スプリング１０２を上下方向に向けて配置しているが、スプリングを前後方向に
向けて配置して、前カバー５０を第１停止位置と第２停止位置とに停止するようにしても
よい。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】この発明に係る電機掃除機の外観を示した斜視図である。
【図２】図１に示す電気掃除機の吸込口体を示した斜視図である。
【図３】図１に示す吸込口体を示した正面図である。
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【図４】図２に示す吸込口体の底面を示した底面図である。
【図５】図２に示す吸込口体の構成を示した断面図である。
【図６】図２に示す吸込口体の蓋ケースの裏面の一部を示した斜視図である。
【図７】前カバーと当接部材との位置関係を示した説明図である。
【図８】第１停止位置へ移動した前カバーと当接部材との位置関係を示した説明図である
。
【図９】第１停止位置へ移動した前カバーと回転清掃体との位置関係を示した説明図であ
る。
【図１０】第２停止位置へ移動した前カバーと回転清掃体との位置関係を示した説明図で
ある。
【図１１】第２停止位置へ移動した前カバーと当接部材との位置関係を示した説明図であ
る。
【図１２】回転清掃体の払拭部材の先端部が前カバーの凹部から突出した状態を示した説
明図である。
【符号の説明】
【００４６】
　３０          吸込口体
　３１        　吸込口本体
　３２        　吸込口
　３３          吸込室
　３５          回転清掃体
  ３５Ａ        清掃部材
　３５Ｂ        清掃部材
　５０          前カバー

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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